
議案第９８号 

 

 

 

山之村辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について  

 

 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭

和３７年法律第８８号）第３条第８項において準用する同条第１項の規定により、

別紙のとおり山之村辺地に係る公共的施設の総合整備計画を変更したいので議会の

議決を求める。 

 

 

 

令和２年８月３１日提出  

 

 

飛騨市長  都 竹  淳 也 

 

 

提案理由 

 辺地対策事業債の予定額の範囲を超える変更を要するため  
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別 紙 

総合整備計画書 新旧対照表 

 

変 更 前 変 更 後 

１ 略 １ 略 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

（１）辺地の地勢 

当該辺地は、飛騨市神岡町の北東部に位置する山間地で、市の中心か

ら約４０ｋｍの距離にあります。 

地域内を走る一般県道打保・神岡停車場線及び大規模林道（双六～瀬

戸線、和佐府線）は、飛騨市神岡町の中央部へ向かうための主要道路で

あり、県道沿いに集落が形成されています。 

気象条件は日本海側気候に属し、特別豪雪地帯となっています。 

（２）施設整備を図ることが特に必要な事情 

（略） 

２ 林道 

生活幹線道路である大規模林道の安全確保に加え、地域の林業を守り

林地の荒廃を防ぐために、必要な林道の整備を行う必要があります。 

（略） 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

（１）辺地の地勢 

当該辺地は、飛騨市神岡町の北東部に位置する山間地で、市の中心か

ら約４０ｋｍの距離にあります。 

地域内を走る一般県道打保・神岡停車場線及び大規模林道（双六～瀬

戸線、和佐府線）は、飛騨市神岡町の中央部へ向かうための主要道路で

あり、県道沿いに集落が形成されています。 

気象条件は日本海側気候に属し、特別豪雪地帯となっています。 

（２）施設整備を図ることが特に必要な事情 

（略） 

２ 林道 

生活幹線道路である大規模林道の安全確保に加え、地域の林業を守り

林地の荒廃を防ぐために、必要な林道の整備を行う必要があります。 

（略） 

３ 公共的施設の整備計画 

 平成３０年度から平成３４年度までの５年間 

 

 

 

 

 

３ 公共的施設の整備計画 

 平成３０年度から令和４年度 までの５年間 
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（単位：千円）  

 

事業 

主体 

 

施設名 

区分 

 

名 事業費 

財源内訳 一般財源

のうち辺

地対策事

業債の予

定額 

特定財源 一般財源 

道路 飛騨市 24,000 14,520 9,480 9,400 

林道 飛騨市 52,000 31,200 20,800 20,800 

診療施設 飛騨市 100,000  100,000 100,000 

消防施設 飛騨市 7,650  7,650 7,600 

除雪機械 飛騨市 42,000 28,000 14,000 14,000 

下水処理施設 飛騨市 2,205 1,470 735 500 

合計 227,855 75,190 152,665 152,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）  

 

事業 

主体 

 

施設名 

区分 

 

名 事業費 

財源内訳 一般財源

のうち辺

地対策事

業債の予

定額 

特定財源 一般財源 

道路 飛騨市 24,000 14,520 9,480 9,400 

林道 飛騨市 141,400 84,837 56,563 56,500 

診療施設 飛騨市 100,000  100,000 100,000 

消防施設 飛騨市 7,650  7,650 7,600 

除雪機械 飛騨市 42,000 28,000 14,000 14,000 

下水処理施設 飛騨市 2,205 1,470 735 500 

合計 317,255 128,827 188,428 188,000 
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